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１２※ 徳島県事務決裁規程の一部を改正する訓令 人事課



【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

徳
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
十
七
号
）

一

徳
島
県
魚
介
類
行
商
取
締
条
例
の
廃
止
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
十
八
号
）

一

食
品
衛
生
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

食
品
表
示
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の

整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
制
定
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
こ

と
と
し
た
。

五

徳
島
県
ふ
ぐ
の
処
理
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

六

徳
島
県
魚
介
類
行
商
取
締
条
例
の
廃
止
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

七

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。



徳
島
県
規
則
第
二
十
七
号

徳
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
五
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
別
表
第
二
安
全
衛
生
課
の
項
中
第
十
二
号
を
削
り
、
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
四
号
か
ら
第

三
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
二
十
八
号

徳
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
五
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
別
表
第
二
の
二
徳
島
県
東
部
保
健
福
祉
局
長
の
項
第
五
号
の
２
か
ら
５
ま
で
の
規
定
中
「
第
六
十
二
条

第
一
項
」
を
「
第
六
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
の
７
中
「
第
五
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
五

条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
の
８
中
「
第
五
十
三
条
第
二
項
（
第
六
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
六
条

第
二
項
（
第
五
十
七
条
第
二
項
及
び
第
六
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
の

中
「
第
五
十
六
条
（
第

10

六
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
一
条
（
第
六
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同

を
同
号
の

と
し
、
同

10

12

号
の
９
中
「
第
五
十
四
条
（
第
六
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
九
条
（
第
六
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め

、
同
９
を
同
号
の

と
し
、
同
号
の
８
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

11

９

第
五
十
七
条
第
一
項
（
第
六
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
届
出
の
受
理

第
五
十
八
条
第
一
項
（
第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

10
に
よ
る
食
品
等
の
自
主
回
収
に
係
る
届
出
の
受
理

別
表
第
二
の
二
徳
島
県
東
部
保
健
福
祉
局
長
の
項
第
六
号
の
１
中
「
許
可
営
業
者
」
の
下
に
「
又
は
届

出
営
業
者
」
を
加
え
、
同
号
中
２
を
３
と
し
、
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２

第
七
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
許
可
営
業
者
又
は
届
出
営
業
者
の
廃
業
の
届
出
の
受
理

別
表
第
二
の
二
徳
島
県
東
部
保
健
福
祉
局
長
の
項
第
五
十
五
号
の
２
中
「
及
び
同
条
第
三
項
」
を
「
、

同
条
第
三
項
」
に
改
め
、
「
要
求
」
の
下
に
「
、
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
、
同
条
第
十
項
の
規

定
に
よ
る
通
知
及
び
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
」
を
加
え
、
同
号
の
４
中
「
同
条
第
五

項
（
」
及
び
「
第
十
六
条
の
三
第
六
項
（
」
の
下
に
「
第
二
十
三
条
及
び
」
を
加
え
、
同
号
の

中
「
及

21

び
同
条
第
二
項
」
を
「
並
び
に
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
に
改
め
、
「
（
結
核
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）
」
を
削
り
、
同
号
中

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

23

25

22

第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
療
養
費
の
支
給
の
決
定

23

第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及
び
協
力
の
要
請

24

別
表
第
二
の
二
徳
島
県
東
部
保
健
福
祉
局
長
の
項
第
五
十
五
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
入
院
の
勧
告
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
入
院
の
措

26
置
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
入
院
し
て
い
る
患
者
の
転
院
の
措
置
、
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
入
院
の
期
間
の
延
長
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
職
員
の
指
定
及
び
意
見
の
聴
取
の

通
知
並
び
に
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
聴
取
書
の
受
理

第
五
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及
び
協
力
の
要
請

27

別
表
第
二
の
二
徳
島
県
東
部
保
健
福
祉
局
長
の
項
第
六
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六
十

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
に
関
す
る
次
の
こ
と
（
食
品
表
示
法
第
十

五
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
委
任
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

１

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
の
要
求
又
は
職
員
に
よ
る
立
入



検
査
、
質
問
若
し
く
は
収
去

２

第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
の
自
主
回
収
に
係
る
届
出
の
受
理

別
表
第
二
の
二
徳
島
県
東
部
保
健
福
祉
局
長
の
項
中
第
六
十
七
号
を
削
り
、
第
六
十
八
号
を
第
六
十
七

号
と
し
、
第
六
十
九
号
か
ら
第
七
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
七
十
四
号
の
１
か
ら
10

ま
で
を
削
り
、
同
号
の

中
「
第
二
十
八
条
」
を
「
第
十
六
条
」
に
改
め
、
同

を
同
号
の
１
と
し
、
同

11

11

号
の

中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
（
第
三
十
条
第
四
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
（
第
十
八
条
第
四
項
」

12

に
改
め
、
同

を
同
号
の
２
と
し
、
同
号
の

中
「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
」
に
改

12

13

め
、
同

を
同
号
の
３
と
し
、
同
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

13４

第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
ふ
ぐ
卸
売
業
の
廃
業
等
の
届
出
の
受
理
及
び
ふ
ぐ
卸
売
業
届
出
済

証
の
返
納
の
受
理

別
表
第
二
の
二
徳
島
県
東
部
保
健
福
祉
局
長
の
項
第
七
十
四
号
の

中
「
第
三
十
三
条
」
を
「
第
二
十

14

条
」
に
改
め
、
同

を
同
号
の
５
と
し
、
同
号
を
同
項
第
七
十
三
号
と
し
、
同
項
中
第
七
十
五
号
を
第
七

14

十
四
号
と
し
、
第
七
十
六
号
か
ら
第
八
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
徳
島
県
東
部
農
林
水

産
局
長
の
項
中
第
二
十
四
号
を
削
り
、
第
二
十
五
号
を
第
二
十
四
号
と
し
、
第
二
十
六
号
を
第
二
十
五
号

と
し
、
第
二
十
七
号
を
第
二
十
六
号
と
し
、
第
二
十
八
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

二
十
八

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第
十
九
号
）

第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
農
林
漁
業
の
経
営
改
善
又
は
振
興
の
た
め
の
計
画
の
認
定
（
漁
業
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）

別
表
第
二
の
三
徳
島
県
食
肉
衛
生
検
査
所
長
の
項
第
五
号
中
「
第
五
十
四
条
」
を
「
第
五
十
九
条
」
に

改
め
る
。

別
表
第
三
個
別
事
項
の
項
中
第
三
十
四
号
を
削
り
、
第
三
十
五
号
を
第
三
十
四
号
と
し
、
第
三
十
六
号

か
ら
第
三
十
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
三
十
九
号
を
第
三
十
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

三
十
九

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
農
林

漁
業
の
経
営
改
善
又
は
振
興
の
た
め
の
計
画
の
認
定
（
漁
業
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
徳
島
県
南

部
総
合
県
民
局
長
に
限
る
。
）

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
訓
令
第
十
二
号

庁

中

一

般

東

部

各

局

各

セ

ン

タ

ー

等

各

総

合

県

民

局

徳
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局

徳
島
県
人
事
委
員
会
事
務
局

徳

島

県

監

査

事

務

局

徳
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局

徳
島
県
収
用
委
員
会
事
務
局

徳

島

県

警

察

本

部

徳

島

県

議

会

事

務

局

徳
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
五
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

徳
島
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
訓
令
第
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
一
政
策
創
造
部
に
属
す
る
事
項
の
項
第
四
号
中
「
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十

二
年
法
律
第
十
五
号
）
」
を
「
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年
法

律
第
十
九
号
）
」
に
改
め
、
同
号
の
１
中
「
第
五
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
、
「
自
立
促
進

方
針
」
を
「
持
続
的
発
展
方
針
」
に
改
め
、
同
号
の
２
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に

改
め
、
「
並
び
に
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
総
務
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
へ
の
提

出
」
を
削
る
。

別
表
第
四
安
全
衛
生
課
の
項
部
長
の
欄
第
七
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

第
五
十
八
条
第
二
項
（
第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
厚
生
労
働
大
臣
又
は
内
閣
総
理
大
臣
へ
の
報
告

別
表
第
四
安
全
衛
生
課
の
項
部
長
の
欄
第
十
四
号
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
」

に
改
め
、
同
項
課
長
の
欄
第
十
一
号
の
３
中
「
第
九
条
（
第
十
条
第
三
項
」
を
「
第
八
条
（
第
九
条
第
三

項
」
に
改
め
、
同
号
の
４
中
「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
の
５
中
「
第
十

一
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
号
の
６
中
「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め

、
同
欄
第
十
二
号
中
「
第
九
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改
め
、
同
表
市
町
村
課
の
項
部
長
の
欄
第
十
六
号
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
六

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
七
条
第
四
項
前
段
の
規
定
に
よ
る

主
務
大
臣
と
の
協
議

別
表
第
四
市
町
村
課
の
項
課
長
の
欄
第
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
五

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

１

第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
持
続
的
発
展
方
針
の
公
表

２

第
八
条
第
七
項
（
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村

と
の
協
議
（
総
合
県
民
局
の
所
管
区
域
の
区
域
内
の
市
町
村
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）



３

第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
県
計
画
の
公
表
及
び
主
務
大
臣
へ
の
提
出

別
表
第
四
感
染
症
対
策
課
の
項
課
長
の
欄
第
一
号
中
８
を
削
り
、
７
を
８
と
し
、
６
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

７

第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
力
の
要
請
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
及
び

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
表

別
表
第
四
感
染
症
対
策
課
の
項
課
長
の
欄
第
一
号
中

を
削
り
、

を

と
し
、

を

と
し
、
同
表

10

11

10

12

11

農
林
水
産
政
策
課
の
項
課
長
の
欄
第
五
号
中
「
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
第
二
十
六
条
」
を
「
過

疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
十
一
条
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
徳
島
県
東
部
保
健
福
祉
局
長
の
項
第
二
号
の
１
中
「
第
五
十
五
条
第
一
項
及
び
第
五
十
六
条

」
を
「
第
六
十
条
第
一
項
及
び
第
六
十
一
条
」
に
、
「
第
六
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
八
条
第
一
項

」
に
改
め
、
同
号
の
２
中
「
第
五
十
九
条
（
第
六
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
四
条
（
第
六
十
八
条
第

一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
二
号
を
削
り
、
同
項
第
二
十
三
号
を
同
項
第
二
十
二
号
と
す
る
。

別
表
第
七
第
三
十
一
号
中
「
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
第
六
条
第
四
項
（
同
条
第
七
項
」
を
「

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
八
条
第
七
項
（
同
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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